
令 和 ８ 年
３月31日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
規
則

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
税
務
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
、
契
約
者
又
は
軍
人
用
販
売
機
関
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車

税
の
種
別
割
の
徴
収
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
税
務
課
）

二

…
…
…
…
…
…

山
口
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
会
計
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
会
計
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
訓
令

合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
、
契
約
者
又
は
軍
人
用
販
売
機
関
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車

税
の
種
別
割
の
徴
収
の
特
例
に
関
す
る
条
例
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
税
務
課
）

四

…
…
…
…
…
…

規

則

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
二
十
四
号

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
山
口
県
規
則
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中
「
第
八
十
九
条
の
七
第
二
項
、
第
八
十
九
条
の
二
十
第
二
項
」
を
「
第
八
十
九

条
の
八
第
二
項
」
に
、
「
並
び
に
第
八
十
九
条
の
八
第
三
項
及
び
第
四
項
（
条
例
第
八
十
九
条
の
二
十

一
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
「
及
び
第
八
十
九
条
の
九
第
三
項
」
に
改
め

る
。第

二
十
一
条
中
「
第
四
十
四
条
の
五
か
ら
第
四
十
四
条
の
九
ま
で
、
第
四
十
四
条
の
十
一
及
び
第
四

十
四
条
の
十
二
」
を
「
第
四
十
四
条
の
四
か
ら
第
四
十
四
条
の
八
ま
で
、
第
四
十
四
条
の
十
及
び
第
四

十
四
条
の
十
一
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
の
三
を
削
る
。

第
四
十
四
条
の
四
中
「
同
条
第
四
項
」
を
「
同
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
四
条
の
三
と
す
る
。

第
四
十
四
条
の
五
を
第
四
十
四
条
の
四
と
し
、
第
四
十
四
条
の
六
を
第
四
十
四
条
の
五
と
す
る
。

第
四
十
四
条
の
七
第
二
項
中
「
第
四
十
四
条
の
十
二
第
一
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
十
一
第
一
項
」

に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
四
条
の
六
と
す
る
。

第
四
十
四
条
の
八
を
第
四
十
四
条
の
七
と
し
、
第
四
十
四
条
の
九
か
ら
第
四
十
四
条
の
十
二
ま
で
を

一
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
四
十
四
条
の
十
三
を
削
る
。

第
四
十
五
条
の
見
出
し
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
八
十
九
条

の
十
」
を
「
第
八
十
五
条
」
に
、
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
、
「
自
動
車
税
種
別
割
課
税
免
除

承
認
申
請
書
」
を
「
自
動
車
税
課
税
免
除
承
認
申
請
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
八
十
九
条
の

十
」
を
「
第
八
十
五
条
」
に
、
「
自
動
車
税
種
別
割
課
税
免
除
承
認
通
知
書
」
を
「
自
動
車
税
課
税
免

除
承
認
通
知
書
」
に
改
め
る
。

第
四
十
五
条
の
二
中
「
第
八
十
九
条
の
十
六
第
二
項
」
を
「
第
八
十
九
条
の
三
第
二
項
」
に
改
め

る
。第

四
十
六
条
の
見
出
し
を
「
（
自
動
車
税
納
税
証
明
書
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
種
別
割
の
」
を

「
自
動
車
税
の
」
に
、
「
自
動
車
税
種
別
割
納
税
証
明
書
」
を
「
自
動
車
税
納
税
証
明
書
」
に
改
め

る
。第

四
十
七
条
の
見
出
し
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
八
十
九
条
の
十

九
」
を
「
第
八
十
九
条
の
七
」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
（
そ
の
三
）
中
「（

自
動
車
税
種
別
割
・
定
時
賦
課
用
）

」
を
「（

自
動
車
税
・

定
時
賦
課
用
）

」
に
改
め
、
同
様
式
（
そ
の
三
）
の
⟹表
中
「年

度
自
動
車
税
種
別
割
納
税
通
知
書

（
兼
領
収
証
書
）

」
を
「年

度
自
動
車
税
納
税
通
知
書
（
兼
領
収
証
書
）

」
に
改
め
、
同
様
式
（
そ

の
四
）
中
「（

自
動
車
税
種
別
割
・
随
時
賦
課
用
）

」
を
「（

自
動
車
税
・
随
時
賦
課
用
）

」
に
改

め
、
同
様
式
（
そ
の
四
）
の
⟹表
中
「年

度
自
動
車
税
種
別
割
納
税
通
知
書

」
を
「年

度
自
動
車
税

納
税
通
知
書

」
に
改
め
、
同
様
式
（
そ
の
八
）
中
「（

自
動
車
税
種
別
割
・
口
座
振
替
納
付
用
）

」
を

「（
自
動
車
税
・
口
座
振
替
納
付
用
）

」
に
改
め
、
同
様
式
（
そ
の
八
）
の
⟹表
中
「年

度
自
動
車
税

種
別
割
納
税
通
知
書
（
口
座
振
替
納
付
用
）

」
を
「年

度
自
動
車
税
納
税
通
知
書
（
口
座
振
替
納
付

用
）

」
に
改
め
、
同
様
式
（
そ
の
九
）
中
「（

自
動
車
税
種
別
割
・
一
括
納
付
用
）

」
を
「（

自
動
車

税
・
一
括
納
付
用
）

」
に
改
め
、
同
様
式
（
そ
の
九
）
の
⟹表
中
「年

度
自
動
車
税
種
別
割
納
税
通
知

一
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書
（
一
括
納
付
用
）

」
を
「年

度
自
動
車
税
納
税
通
知
書
（
一
括
納
付
用
）

」
に
改
め
る
。

別
記
第
八
号
様
式
（
そ
の
三
）
中
「（

自
動
車
税
種
別
割
・
一
括
発
付
用
）

」
を
「（

自
動
車
税
・

一
括
発
付
用
）

」
に
改
め
、
同
様
式
（
そ
の
三
）
の
⟹表
中
「自

動
車
税
種
別
割

」
を
「自

動
車
税

」
に

改
め
、
同
様
式
（
そ
の
四
）
中
「（

自
動
車
税
種
別
割
・
個
別
発
付
用
）

」
を
「（

自
動
車
税
・
個
別

発
付
用
）

」
に
改
め
、
同
様
式
（
そ
の
四
）
の
⟹表
中
「自

動
車
税
種
別
割

」
を
「自

動
車
税

」
に
改
め

る
。別

記
第
四
十
号
様
式
（
そ
の
二
）
を
削
り
、
同
様
式
（
そ
の
一
）
を
同
様
式
と
す
る
。

別
記
第
四
十
三
号
様
式
（
そ
の
二
）
及
び
別
記
第
四
十
三
号
様
式
の
二
（
そ
の
二
）
中
「（

不
動
産

取
得
税
・
自
動
車
税
種
別
割
用
）

」
を
「（

不
動
産
取
得
税
・
自
動
車
税
用
）

」
に
、
「不

動
産
取

自
動
車
税
種

得
税
別
割

」
を
「不

動
産
取
得
税

自
動
車
税

」
に
改
め
る
。

別
記
第
四
十
五
号
様
式
（
そ
の
二
）
中
「（

不
動
産
取
得
税
・
自
動
車
税
環
境
性
能
割
・
自
動
車
税

種
別
割
・
狩
猟
税
用
）

」
を
「（

不
動
産
取
得
税
・
自
動
車
税
・
狩
猟
税
用
）

」
に
改
め
る
。

別
記
第
四
十
七
号
様
式
（
そ
の
二
）
中
「（

不
動
産
取
得
税
・
自
動
車
税
環
境
性
能
割
・
自
動
車
税

種
別
割
・
狩
猟
税
用
）

」
を
「（

不
動
産
取
得
税
・
自
動
車
税
・
狩
猟
税
用
）

」
に
改
め
、
同
様
式

（
そ
の
五
）
中
「（

身
体
障
害
者
等
自
動
車
税
環
境
性
能
割
・
自
動
車
税
種
別
割
用
）

」
を
「（

身
体

障
害
者
等
自
動
車
税
用
）

」
に
、
「第

89条
の
⚘
第
⚑
項
第
⚒
号

第
89
条
の
21
第
⚑
項
」
を
「第

89条
の
⚙
第
⚑
項

」
に
、

「

「自
動
車
税
環
境
性
能
割

種
別
割

」
を
「自

動
車
税

」
に
、

環
境
性
能
割

円

を
」

種
別

割
円

「

円

に
改
め
る
。

」

別
記
第
百
五
号
様
式
か
ら
別
記
第
百
九
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
105号

様
式
か
ら
第
109号

様
式
ま
で
削
除

別
記
第
百
十
九
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
119号

様
式
削
除

別
記
第
百
二
十
号
様
式
中
「自

動
車
税
種
別
割
課
税
免
除
承
認
申
請
書

」
を
「自

動
車
税
課
税
免
除

承
認
申
請
書

」
に
、
「第

89条
の
10第

号

」
を
「第

85条
第

号

」
に
改
め
る
。

別
記
第
百
二
十
一
号
様
式
中
「自

動
車
税
種
別
割
課
税
免
除
承
認
通
知
書

」
を
「自

動
車
税
課
税
免

除
承
認
通
知
書

」
に
、
「第

89条
の
10第

号

」
を
「第

85条
第

号

」
に
改
め
る
。

別
記
第
百
二
十
二
号
様
式
（
そ
の
一
）
中
「自

動
車
税
種
別
割
納
税
証
明
書

」
を
「自

動
車
税
納
税

証
明
書

」
に
、
「自

動
車
税
種
別
割
に

」
を
「自

動
車
税
に

」
に
改
め
、
同
様
式
（
そ
の
二
）
中
「自

動
車
税
種
別
割
納
税
証
明
書
（
継
続
検
査
・
構
造
変
更
用
）

」
を
「自

動
車
税
納
税
証
明
書
（
継
続
検

査
・
構
造
変
更
用
）

」
に
、
「年

度
自
動
車
税
種
別
割

」
を
「年

度
自

動
車

税

」
に
改
め
る
。

別
記
第
百
二
十
五
号
様
式
中
「自

動
車
税
種
別
割
第
二
次
納
税
義
務
免
除
申
告
書

」
を
「自

動
車
税

第
二
次
納
税
義
務
免
除
申
告
書

」
に
、
「第

89条
の
19

」
を
「第

89条
の
⚗

」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

⚑

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

⚒

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
改
正
前
の
山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る

納
税
通
知
書
等
を
印
刷
し
た
用
紙
で
残
存
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
残
存
分
に
限
り
、
こ
れ
に

所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
、
契
約
者
又
は
軍
人
用
販
売
機
関
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動

車
税
の
種
別
割
の
徴
収
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
二
十
五
号

合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
、
契
約
者
又
は
軍
人
用
販
売
機
関
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る

自
動
車
税
の
種
別
割
の
徴
収
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
、
契
約
者
又
は
軍
人
用
販
売
機
関
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動

車
税
の
種
別
割
の
徴
収
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
山
口
県
規
則
第
八
十
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
、
第
一
条
及
び
第
二
条
中
「
の
種
別
割
」
を
削
る
。

第
六
条
中
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
「
第
八
十
九
条
の
十
八
」
を
「
第
八
十
九
条
の
六
」
に
改
め

る
。第

七
条
中
「
の
種
別
割
」
を
削
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中
「

自
動
車
税
（
種
別
割
）
証
紙

A
utom
obile
T
ax
(C
ategory
B
ase)
Stam
p」
を

二
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「
自
動
車
税
証
紙

A
utom
obile
T
ax
Stam
p」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
か
ら
別
記
第
六
号
様
式
ま
で
の
規
定
中

「

自
動
車
税
（
種
別
割
）
に
関
す
る
申
告
書

REPO
RT
FO
R
A
U
T
O
M
O
BILE
T
A
X
(CA
T
EGO
RY
BA
SE)
」
を

「

自
動
車
税
に
関
す
る
申
告
書

R
E
PO
R
T
F
O
R
A
U
T
O
M
O
B
ILE
T
A
X

」
に
改
め
る
。

別
記
第
七
号
様
式
中
「自

動
車
税
（
種
別
割
）

」
を
「自

動
車
税

」
に
、

「
the
autom
obile
tax
(category
base)」
を
「
the
autom
obile
tax」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

⚑

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

⚒

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
、
契
約
者
又
は

軍
人
用
販
売
機
関
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
種
別
割
の
徴
収
の
特
例
に
関
す
る

条
例
施
行
規
則
別
記
第
一
号
様
式
に
よ
る
自
動
車
税
証
紙
で
残
存
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
残

存
分
に
限
り
、
こ
れ
に
所
要
の
調
整
を
し
て
売
り
さ
ば
く
こ
と
が
で
き
る
。

山
口
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
二
十
六
号

山
口
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
口
県
規
則
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
七
条
中
「
に
本
庁
の
掲
示
場
（
廨
に
あ
つ
て
は
、
廨
の
掲
示
場
）
に
掲
示
す
る
こ
と
」
を
削

る
。第

百
八
十
三
条
中
第
十
号
を
削
り
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
表
第
一
山
口
県
菅
野
・
平
瀬
ダ
ム
統
合
管
理
事
務
所
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

山
口
県
立
岩
国
高
等
学
校

山
口
県
立
岩
国
高
等
学
校
附
属
中
学
校

別
表
第
一
山
口
県
立
厚
狭
高
等
学
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

山
口
県
立
下
関
西
高
等
学
校

山
口
県
立
下
関
西
高
等
学
校
附
属
中
学
校

別
表
第
三
中
山
口
県
立
周
防
大
島
高
等
学
校
の
出
納
員
の
項
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

⚑

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

別
表
第
一
の
改
正
規
定

公
布
の
日

二

第
十
七
条
の
改
正
規
定

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
一
号
）

附
則
第
一
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日

（
経
過
措
置
）

⚒

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
の
軽
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の

出
納
及
び
保
管
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

山
口
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
二
十
七
号

山
口
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
口
県
規
則
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
表
中
「
第
百
七
十
七
条
の
十
一
第
三
項
」
を
「
第
百
五
十
八
条
第
三
項
」
に
、
「
第
百
七

十
七
条
の
十
第
一
項
」
を
「
第
百
五
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
の
種
別
割
」
及
び
「
及
び
山
口
県

税
賦
課
徴
収
条
例
第
八
十
九
条
第
一
項
又
は
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ

つ
て
納
付
す
る
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
額
（
地
方
税
法
第
百
七
十
条
の
規
定
に
よ
つ
て
納
付
す
る
当

該
自
動
車
取
得
税
額
に
係
る
延
滞
金
額
を
含
む
。
)」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

二
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訓

令

山
口
県
訓
令
第
二
号

県
税
事
務
所

合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
、
契
約
者
又
は
軍
人
用
販
売
機
関
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動

車
税
の
種
別
割
の
徴
収
の
特
例
に
関
す
る
条
例
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。令

和
八
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
、
契
約
者
又
は
軍
人
用
販
売
機
関
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る

自
動
車
税
の
種
別
割
の
徴
収
の
特
例
に
関
す
る
条
例
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
、
契
約
者
又
は
軍
人
用
販
売
機
関
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動

車
税
の
種
別
割
の
徴
収
の
特
例
に
関
す
る
条
例
取
扱
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
山
口
県
訓
令
第
十
八
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
及
び
第
一
条
中
「
の
種
別
割
」
を
削
る
。

第
二
条
中
「
自
動
車
税
（
種
別
割
）
証
紙
請
求
書
」
を
「
自
動
車
税
証
紙
請
求
書
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
自
動
車
税
（
種
別
割
）
証
紙
受
払
整
理
簿
」
を
「
自
動
車
税
証
紙
受
払
整
理
簿
」
に
改

め
る
。

第
五
条
中
「
自
動
車
税
（
種
別
割
）
証
紙
交
付
簿
」
を
「
自
動
車
税
証
紙
交
付
簿
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
前
年
度
自
動
車
税
（
種
別
割
）
証
紙
売
り
さ
ば
き
明
細
書
」
を
「
前
年
度
自
動
車
税
証

紙
売
り
さ
ば
き
明
細
書
」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中
「

年
度
分
自
動
車
税
（
種
別
割
）
証
紙
請
求
書

」
を

「

年
度
分
自
動
車
税
証
紙
請
求
書

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中
「自
動
車
税
（
種
別
割
）
証
紙
受
払
整
理
簿

」
を
「自

動
車
税
証
紙
受
払
整
理

簿

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中
「自

動
車
税
（
種
別
割
）
証
紙
交
付
簿

」
を
「自

動
車
税
証
紙
交
付
簿

」
に
改

め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中
「

年
度
自
動
車
税
（
種
別
割
）
証
紙
売
り
さ
ば
き
明
細
書

」
を

「

年
度
自
動
車
税
証
紙
売
り
さ
ば
き
明
細
書

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事
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